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令和５年３月３１日 
国土交通省関東地方整備局 

東京国道事務所 
 

工事発注手続きについて 
〜「Ｒ５国道２０号烏山中間立坑構築その２工事」の発注手続きを⾏います〜 

「Ｒ５国道２０号烏山中間立坑構築その２工事」において、「間接工事費実績変更方
式」、「見積活用方式」を試⾏し、併せて「余裕期間制度（任意着手）」、「難工事指定」
を採用します。 

 
 工事発注において、予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとり
やめや不調が予測される工事について不調不落対策を試⾏しております。 
今回発注する「Ｒ５国道２０号烏山中間立坑構築その２工事」については、以下のとおり不調･
不落対策を試⾏･採用します。 
  
① 「間接工事費実績変更方式」 
  安全費、運搬費、営繕費において、標準的な積算と実勢価格に乖離が生じることが予想さ

れるため、その妥当性を確認のうえ実績により共通仮設費（率分）について変更する「間接
工事費実績変更方式」を試⾏します。 

 
② 「見積活用方式」 
  入札者からの見積の提出を求め、その価格の妥当性を検証のうえ予定価格に反映します。 
 
③ 「余裕期間制度（任意着手）」 
  受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るために、事前に建設資材、労働者確保などの準

備を⾏うことができる「余裕期間制度」を採用します。 
 
④ 「難工事指定」 
  工事を適切に完成させた場合、その後の発注工事における総合評価項目「難工事施工実績

評価対象工事（試⾏）」を加点対象とする「難工事指定」を採用します。 
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《 工事概要 》 

本工事は、一般国道２０号の世田谷区北烏山６丁目地先において、世田谷区上北沢４丁目か
ら世田谷区給田３丁目間の国道２０号直下に計画されている上北沢給田共同溝における中間立
坑の躯体構築を⾏うものです。 
（１）工 事 名：Ｒ５国道２０号烏山中間立坑構築その２工事 
（２）工事場所：東京都世田谷区北烏山６丁目地先 
（３）工  期：工事の始期から２８６日間（工事着手期限：令和５年６月１６日） 
（４）入札方式：一般競争入札 総合評価落札方式（施工能力評価型Ⅱ型）施工体制確認型 
（５）工事種別：一般土木工事 
（６）工事内容（概要）：共同溝（立坑） １箇所 

・開削土工           約 210m3 
・現場打構築工（コンクリート） 約 260m3 

                   （鉄筋）     約 22ｔ 
・舗装工（車道）           約 900m2 
・附帯設備工           １式 
・仮設工             １式 

 
《間接工事費実績変更方式》 

 ○実績により変更を⾏う工種 
   ・共通仮設費（率分）のうち、「安全費」及び「運搬費」、「営繕費」 
   ○実績により変更を⾏う理由 

本工事は、東京都２３区内における自動車交通量の多い国道２０号です。 
供用中の国道２０号は狭隘な４車線道路で、日々の覆工板開閉に伴う中央２車線の交通規

制を⾏う施工です。施工箇所について、通過交通へ配慮した安全施設等の設置や夜間交通規
制時においては、交通量の多い交差点に隣接しており、協議等により安全施設等の設置に要
する費用が多大となることが想定されます。 

また、施工箇所は中央車線の狭隘な箇所であることから、作業スペースの確保が困難であ
り、その都度資機材の搬入が必要となることが想定されます。 

さらに、現場事務所・労働宿舎の借り上げに要する費用は、工事箇所が住宅街であるた  
め、「営繕費」について、標準的な積算と実勢価格に乖離が生じることが想定されます。 

このため、「安全費」及び「運搬費」、「営繕費」において標準的な積算と実勢価格に乖離
が生じることが予想されることから、その妥当性を確認のうえ実績により共通仮設費（率分）
について変更する『間接工事費実績変更方式』を試⾏します。 
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《見積活用方式》 
見積の提出を求める工種  

直接工事費のうち、以下に係わるもの。 
開削土工、現場打構築工（基礎材、均しコンクリート、型枠、鉄筋、機械式継手、コンク
リート、支保、目地材、防水、防水保護）、舗装工（下層路盤、上層路盤、基層、中間層、
表層）、仮設工（覆工板開閉、切梁・腹起し）  

見積の提出を求める理由 
本工事は、交通量が多い道路での日々の覆工板開閉に伴う狭隘な現場条件での工事である

ため、作業効率の低下が懸念されます。このため、入札者からの見積の提出を求め、その価
格の妥当性を検証のうえ、予定価格に反映する「見積活用方式」を試⾏します。 

 
《余裕期間制度（任意着手方式）》 

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保
等の準備を⾏うことができる余裕期間を設定した工事であり、契約日から工事着手期限日
（令和５年６月 1６日）までの期間において、受注者が任意に工事着手日を選定することが
できます。 

なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。 
 
《難工事指定》 

本工事は、交通量の多い現道の交通規制を伴う夜間作業であり、また狭隘な施工箇所であ
ることから厳しい安全管理と施工管理が必要であるため、『難工事指定』を採用します。 

『難工事指定』された工事は、完成時に７０点以上の工事成績評定を通知された場合、今
後発注される「難工事施工実績評価対象工事（試⾏）」の総合評価の評価項目において加点
対象となります。 

また、主任（監理）技術者または現場代理人として従事した経験について、審査基準日の月
以前の 4 年間が評価対象となります。 

 
《スケジュール》 

○入札公告、入札説明書交付         ：令和５年 ３月３１日（金） 
○競争参加資格確認申請書及び資料の提出期限 ：令和５年 ４月２１日（木） 
○入札書及び工事費内訳書の提出期限     ：令和５年 ５月１９日（金） 
○開 札 日                ：令和５年 ５月２４日（水） 


